
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
三

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
三

公
安
委
員
会

○
運
転
免
許
等
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
三

正
　
　
　
誤

○
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
日
付
け
号
外
第
六
十
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
六
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
八
ヶ
岳
南
地
区
広
域
農
団
地
農

道
整
備
事
業
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

高
根
町
役
場
及
び
長
坂
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
十
一
日
ま
で

公
　
　
　
告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
二
月
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
ル
ー
デ
ン
ス
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
藤
本
俊

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
東
花
輪
千
三
百
七
十
七
番
地
の
二
十
七

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
幼
児
か
ら
高
齢
者
に
対
し
て
、
健
康
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
よ

り
豊
か
な
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
号

平
成
十
四
年
四
月
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
ま
で
の
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
試
験
（
以
下
「
免
許
試
験
」
と
い
う
。）、

法
第
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
の
運
転
免
許
試
験
（
以
下
「
一
部
免
除
試
験
」

と
い
う
。）、
法
第
百
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
再
試
験
（
以
下
「
再
試
験
」
と
い
う
。）
並

び
に
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
九
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
、

第
四
項
及
び
第
五
条
第
三
項
又
は
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第

十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。）
並
び
に
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
運
転
技
能
の
検
査
（
以
下
「
技
能
検
査
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

九
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

二
月
二
十
五
日

第
千
二
百
六
十
七
号

月　曜　日



一
　
技
能
検
査

検
　
査
　
の
　
種
　
類
　

検
　
　
査
　
　
日
　

検
　
査
　
場
　
所

大
型
自
動
車
免
許

毎
週
水
曜
日
（
平
成
十
五
年
一

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村
野
牛

月
一
日
を
除
く
。）

島
一
、
八
二
八

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
平

免
許
課
（
山
梨
県
運
転
免
許
セ

成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
、

ン
タ
ー
）

平
成
十
五
年
一
月
二
日
及
び
同

年
二
月
十
一
日
を
除
く
。）

二
　
免
許
試
験

１
　
自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
の
免
許
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
及
び
水
曜
日
（
平
成

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

十
四
年
四
月
二
十
九
日
、
同
年
五

野
牛
島
一
、
八
二
八

大
型
自
動
車
仮
免
許

月
六
日
、
同
年
九
月
十
六
日
、
同

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

月
二
十
三
日
、
同
年
十
月
十
四
日

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

普
通
自
動
車
仮
免
許

、
同
年
十
一
月
四
日
、
同
年
十
二

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

月
二
十
三
日
、
同
月
三
十
日
、
平

成
十
五
年
一
月
一
日
、
同
月
六
日

及
び
十
三
日
を
除
く
。）

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
水
曜
日
（
平
成
十
五
年
一
月

一
日
を
除
く
。）。
た
だ
し
、
普
通

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種
免

自
動
車
第
二
種
免
許
に
つ
い
て
は

許

、
平
成
十
四
年
六
月
か
ら
毎
週
火

曜
日
及
び
木
曜
日
（
平
成
十
四
年

け
ん
引
自
動
車
第
二
種
免
許

十
二
月
三
十
一
日
、
平
成
十
五
年

一
月
二
日
及
び
同
年
二
月
十
一
日

大
型
自
動
車
免
許

を
除
く
。）
と
す
る
。

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

け
ん
引
自
動
車
免
許

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
、
水
曜
日
及
び
木
曜

日
（
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一

日
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
、
同

月
二
日
及
び
同
年
二
月
十
一
日
を

除
く
。）

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
平
成
十
四
年
五
月

三
日
、
平
成
十
五
年
一
月
三
日
及

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

び
同
年
三
月
二
十
一
日
を
除
く
。

）

小
型
特
殊
自
動
車
免
許

毎
週
水
曜
日
（
平
成
十
五
年
一
月

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

一
日
を
除
く
。
）
又
は
警
察
署
で

野
牛
島
一
、
八
二
八

原
動
機
付
自
転
車
免
許

行
う
毎
月
五
日
及
び
二
十
日
（
土

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

曜
日
、
日
曜
日
又
は
休
日
（
国
民

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

三
条
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。

住
所
区
域
を
管
轄
す
る
警

以
下
同
じ
。
）
に
当
た
っ
た
場
合

察
署

は
、
別
に
指
定
し
た
日
）
。
た
だ

し
、
警
察
署
で
免
許
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
当
該
警
察
署
の
住

所
区
域
に
住
所
の
あ
る
者
に
限
る

。

２
　
自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
技
能
に
つ
い
て
の
免
許
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
及
び
水
曜
日
（
平
成

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

十
四
年
四
月
二
十
九
日
、
同
年
五

野
牛
島
一
、
八
二
八

大
型
自
動
車
仮
免
許

月
六
日
、
同
年
九
月
十
六
日
、
同

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

月
二
十
三
日
、
同
年
十
月
十
四
日

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

普
通
自
動
車
仮
免
許

、
同
年
十
一
月
四
日
、
同
年
十
二

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

月
二
十
三
日
、
同
月
三
十
日
、
平

成
十
五
年
一
月
一
日
、
同
月
六
日

及
び
十
三
日
を
除
く
。）

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
平
成

十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
、
平
成

十
五
年
一
月
二
日
及
び
同
年
二
月

十
一
日
を
除
く
。）

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
水
曜
日
（
平
成
十
五
年
一
月

一
日
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
普

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種
免

通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
つ
い
て

許

は
、
平
成
十
四
年
六
月
か
ら
毎
週

火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
平
成
十
四

け
ん
引
自
動
車
第
二
種
免
許
　
年
十
二
月
三
十
一
日
、
平
成
十
五

年
一
月
二
日
及
び
同
年
二
月
十
一

大
型
自
動
車
免
許

日
を
除
く
。）
と
す
る
。

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

け
ん
引
自
動
車
免
許

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
平
成
十
四
年
五
月

三
日
、
平
成
十
五
年
一
月
三
日
及

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

び
同
年
三
月
二
十
一
日
を
除
く
。

）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

九
四



３
　
自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
の
免
許
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
及
び
水
曜
日
（
平
成

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

十
四
年
四
月
二
十
九
日
、
同
年
五

野
牛
島
一
、
八
二
八

大
型
自
動
車
仮
免
許

月
六
日
、
同
年
九
月
十
六
日
、
同

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

月
二
十
三
日
、
同
年
十
月
十
四
日

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

普
通
自
動
車
仮
免
許

、
同
年
十
一
月
四
日
、
同
年
十
二

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

月
二
十
三
日
、
同
月
三
十
日
、
平

成
十
五
年
一
月
一
日
、
同
月
六
日

及
び
同
月
十
三
日
を
除
く
。）

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
水
曜
日
（
平
成
十
五
年
一
月

一
日
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
普

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種
免

通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
つ
い
て

許

は
、
平
成
十
四
年
六
月
か
ら
毎
週

火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
平
成
十
四

け
ん
引
自
動
車
第
二
種
免
許

年
十
二
月
三
十
一
日
、
平
成
十
五

年
一
月
二
日
及
び
同
年
二
月
十
一

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

日
を
除
く
。）
と
す
る
。

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
、
水
曜
日
及
び
木
曜

日
（
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一

日
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
、
同

月
二
日
及
び
同
年
二
月
十
一
日
を

除
く
。）

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
平
成
十
四
年
五
月

三
日
、
平
成
十
五
年
一
月
三
日
及

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

び
同
年
三
月
二
十
一
日
を
除
く
。

）

小
型
特
殊
自
動
車
免
許

毎
週
水
曜
日
（
平
成
十
五
年
一
月

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

一
日
を
除
く
。
）
又
は
警
察
署
で

野
牛
島
一
、
八
二
八

原
動
機
付
自
転
車
免
許

行
う
毎
月
五
日
及
び
二
十
日
（
土

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

曜
日
、
日
曜
日
又
は
休
日
に
当
た

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

っ
た
場
合
は
、
別
に
指
定
し
た
日

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

）
。
た
だ
し
、
警
察
署
で
免
許
を

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
警

住
所
区
域
を
管
轄
す
る
警

察
署
の
住
所
区
域
に
住
所
の
あ
る

察
署

者
に
限
る
。

三
　
一
部
免
除
試
験

１
　
免
許
試
験
の
一
部
が
免
除
さ
れ
る
者
に
対
す
る
運
転
に
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
の
免
許
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
休
日

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

、
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
日
、

野
牛
島
一
、
八
二
八

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

同
月
三
十
一
日
、
平
成
十
五
年
一

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

月
二
日
、
同
月
三
日
及
び
同
月
六

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種
免

日
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
法
第

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

許

八
十
九
条
第
二
項
後
段
に
規
定
す

山
梨
県
都
留
市
下
谷
三
丁

る
書
面
及
び
法
第
九
十
九
条
の
五

目
二
番
二
号

け
ん
引
自
動
車
第
二
種
免
許

第
五
項
に
規
定
す
る
卒
業
証
明
書

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
水
曜

運
転
免
許
課
都
留
分
室
（

大
型
自
動
車
免
許

日
を
除
く
。

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
五
年
政
令
第
二
百

普
通
自
動
車
免
許

七
十
号
）
第
三
十
四
条
の

四
並
び
に
第
三
十
四
条
の

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

五
第
一
項
第
三
号
及
び
第

四
号
に
該
当
す
る
者
を
除

け
ん
引
自
動
車
免
許

く
。）

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

小
型
特
殊
自
動
車
免
許

原
動
機
付
自
転
車
免
許

大
型
自
動
車
仮
免
許

毎
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
休
日

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

、
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
日
、

野
牛
島
一
、
八
二
八

普
通
自
動
車
仮
免
許

同
月
三
十
一
日
、
平
成
十
五
年
一

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

月
二
日
、
同
月
三
日
及
び
同
月
六

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

日
を
除
く
。）

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

２

免
許
試
験
の
一
部
が
免
除
さ
れ
る
者
に
対
す
る
運
転
に
必
要
な
適
性
及
び
技
能
に
つ
い
て
の
免

許
試
験免

　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
及
び
水
曜
日
（
平
成

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

十
四
年
四
月
二
十
九
日
、
同
年
五

野
牛
島
一
、
八
二
八

大
型
自
動
車
仮
免
許

月
六
日
、
同
年
九
月
十
六
日
、
同

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

月
二
十
三
日
、
同
年
十
月
十
四
日

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

普
通
自
動
車
仮
免
許

、
同
年
十
一
月
四
日
、
同
年
十
二

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

月
二
十
三
日
、
同
月
三
十
日
、
平

成
十
五
年
一
月
一
日
、
同
月
六
日

及
び
同
月
十
三
日
を
除
く
。）

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
平
成

十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
、
平
成

十
五
年
一
月
二
日
及
び
同
年
二
月

十
一
日
を
除
く
。）

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
水
曜
日
（
平
成
十
五
年
一
月

一
日
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
普

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

九
五



大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種
免
　
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
つ
い
て

許

は
、
平
成
十
四
年
六
月
か
ら
毎
週

火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
平
成
十
四

け
ん
引
自
動
車
第
二
種
免
許

年
十
二
月
三
十
一
日
、
平
成
十
五

年
一
月
二
日
及
び
同
年
二
月
十
一

日
を
除
く
。）
と
す
る
。

大
型
自
動
車
免
許

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

け
ん
引
自
動
車
免
許

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
平
成
十
四
年
五
月

三
日
、
平
成
十
五
年
一
月
三
日
及

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

び
同
年
三
月
二
十
一
日
を
除
く
。

）

３

免
許
試
験
の
一
部
が
免
除
さ
れ
る
者
に
対
す
る
運
転
に
必
要
な
適
性
及
び
知
識
に
つ
い
て
の
免

許
試
験免

　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
休
日

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

、
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
日
、

野
牛
島
一
、
八
二
八

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

同
月
三
十
一
日
、
平
成
十
五
年
一

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

月
二
日
、
同
月
三
日
及
び
同
月
六

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種
免

日
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
法
第

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

許

八
十
九
条
第
二
項
後
段
に
規
定
す

山
梨
県
都
留
市
下
谷
三
丁

る
書
面
及
び
法
第
九
十
九
条
の
五

目
二
番
二
号

け
ん
引
自
動
車
第
二
種
免
許

第
五
項
に
規
定
す
る
卒
業
証
明
書

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
水
曜

運
転
免
許
課
都
留
分
室
（

大
型
自
動
車
免
許

日
を
除
く
。

道
路
交
通
法
施
行
令
第
三

十
四
条
の
四
並
び
に
第
三

普
通
自
動
車
免
許

十
四
条
の
五
第
一
項
第
三

号
及
び
第
四
号
に
該
当
す

大
型
特
殊
自
動
車
免
許

る
者
を
除
く
。）

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

小
型
特
殊
自
動
車
免
許

原
動
機
付
自
転
車
免
許

大
型
自
動
車
仮
免
許

毎
週
月
曜
日
及
び
水
曜
日
（
平
成

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

十
四
年
四
月
二
十
九
日
、
同
年
五

野
牛
島
一
、
八
二
八

普
通
自
動
車
仮
免
許

月
六
日
、
同
年
九
月
十
六
日
、
同

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

月
二
十
三
日
、
同
年
十
月
十
四
日

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

、
同
年
十
一
月
四
日
、
同
年
十
二

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

月
二
十
三
日
、
同
月
三
十
日
、
平

成
十
五
年
一
月
一
日
、
同
月
六
日

及
び
同
月
十
三
日
を
除
く
。）

四
　
再
試
験

１
　
自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
技
能
に
つ
い
て
の
再
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
平
成

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
、
平
成

野
牛
島
一
、
八
二
八

十
五
年
一
月
二
日
及
び
同
年
二
月

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

十
一
日
を
除
く
。）

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
平
成
十
四
年
五
月

三
日
、
平
成
十
五
年
一
月
三
日
及

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

び
同
年
三
月
二
十
一
日
を
除
く
。

）

２
　
自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
の
再
試
験

免
　
許
　
の
　
種
　
類

試
　
　
験
　
　
日

試
　
験
　
場
　
所

普
通
自
動
車
免
許

毎
週
火
曜
日
及
び
木
曜
日
（
平
成

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
、
平
成

野
牛
島
一
、
八
二
八

十
五
年
一
月
二
日
及
び
同
年
二
月

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

十
一
日
を
除
く
。）

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

原
動
機
付
自
転
車
免
許

毎
週
水
曜
日
（
平
成
十
五
年
一
月

一
日
を
除
く
。）

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
平
成
十
四
年
五
月

三
日
、
平
成
十
五
年
一
月
三
日
及

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

び
同
年
三
月
二
十
一
日
を
除
く
。

）

五
　
審
査免

　
許
　
の
　
種
　
類

審
　
　
査
　
　
日

審
　
査
　
場
　
所

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許

毎
週
水
曜
日
（
平
成
十
五
年
一
月

山
梨
県
中
巨
摩
郡
八
田
村

一
日
を
除
く
。）

野
牛
島
一
、
八
二
八

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

運
転
免
許
課
（
山
梨
県
運

大
型
自
動
車
免
許

転
免
許
セ
ン
タ
ー
）

山
梨
県
都
留
市
下
谷
三
丁

普
通
自
動
車
免
許

目
二
番
二
号

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

九
六



大
型
特
殊
自
動
車
免
許

運
転
免
許
課
都
留
分
室
（

技
能
審
査
を
除
く
。）

け
ん
引
自
動
車
免
許

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

毎
週
金
曜
日
（
平
成
十
四
年
五
月

三
日
、
平
成
十
五
年
一
月
三
日
及

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

び
同
年
三
月
二
十
一
日
を
除
く
。

）

六
　
そ
の
他

１

技
能
検
査
、
免
許
試
験
、
三
の
２
及
び
３
の
一
部
免
除
試
験
、
再
試
験
及
び
審
査
の
受
付
時
間

は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
同
九
時
ま
で
と
す
る
。

２

他
の
受
付
時
間
は
、
午
後
一
時
か
ら
同
一
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
九
十
七
条

の
二
第
二
項
に
定
め
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
予
約
制
と
し
、
時
間
を
指
定

す
る
も
の
と
す
る
。

３

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
の
技
能
試
験
に
つ
い
て
は
、
予
約
制

と
す
る
。

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
段
　
　
　

行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正

○

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
日
山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号
（
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
）

七
　
　
　
下
　
八
　
　
　
　
　
　
　
し
な
か
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
し
な
か
つ
た

○

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
日
山
梨
県
条
例
第
四
十
八
号
（
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
）

八
　
　
　
上
　
終
わ
り
か
ら
六
　
　
あ
っ
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
て
は

同
　
　
　
下
　
一
八
　
　
　
　
　
　
し
な
か
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
し
な
か
つ
た

○

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
日
山
梨
県
条
例
第
四
十
九
号
（
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
）

九
　
　
　
下
　
終
わ
り
か
ら
一
〇
　
し
な
か
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
し
な
か
つ
た

○

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
日
山
梨
県
条
例
第
五
十
四
号
（
山
梨
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

一
三
　
　
上
　
一
九
　
　
　
　
　
　
あ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
て

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

九
七
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